
平成20年度 支援事業店舗紹介

 互助会継続手続について

「子育てアシストカード」は、
22年3月31日（水）まで買い物に使えます

　子育てアシストカードは、21年3月31日（火）で交付を終了しますが、買い物
に使える期間は、来年3月31日（水）までになります。
　ポイント加盟店の方は、お取扱期間をお間違えないようよろしくお願いいた
します。

　現在、お客様は約1万枚の子育てアシストカードを保有しています。
　子育てアシストカードを財布に入れているお客様は、小さなお子
さんを連れていることも多く、お客様の利便性を高めるために、ポ
イント加盟店の増加が強く求められています。
　ブンブンカードをより魅力あるカードとするため、また、新規顧
客獲得のため、ブンブンカードポイント加盟店への加入をぜひお願
いいたします。

問い合わせ先  経済課産業振興係  電話（5803）1173

Bgold and bouncy
婦人向けアクセサリーと
バッグ、帽子その他服飾
雑貨の専門店。
“心地よくひとひねり”をコ
ンセプトに洗練されたなか
にも遊び心を忘れないアイ
テムを国内外からセレクト
しています。

根津の町に合った和モダ
ンの落ち着いた店内で、品
質と鮮度にこだわり丁寧に
ドリップしたスぺシャリ
ティ・コーヒーを提供して
います。夜は気軽にグラス
ワインを楽しめるワイン
バーになります。

BみのりCafe

11:30～20:00
火曜日
03(6313)6624
http://www.goldandbouncy.com

営業時間
定 休 日
TEL/FAX
ホームページ

千駄木2-33-6

営業時間
定 休 日
TEL/FAX
ホームページ

11:30～21:00（日祝18:00）
月曜日
03（3821）3933
http://www.minori-cafe.com/

根津1-22-10

チャレンジショップ支援事業のご案内

　区内商店街の活性化と商店街でお店を持ちたいという起業家等を支援する目的
で、区内商店街の空き店舗において創業される方（平成20年5月以降に創業された
方も対象とします。）に家賃補助や経営相談などを行います。

1.補助対象者
　①区内商店会の空き店舗において創業する個人及び法人企業
　②NPO法人など
　※創業しようとする空き店舗が所在する商店会の会長等の理解を得た上
　　で区に申込み申請してください。

2.補助対象事業
　①商店街が必要とする業種の店舗運営（風俗営業等の規制及び業務の適正化
　　等に関する法律適用の業種を除く）
　②ギャラリー、カフェ等来街者の滞留性を高める事業
　③高齢者や子育て支援に関するコミュニティビジネス事業

3.支援内容
　①家賃補助
　　補助対象経費（店舗の貸借料）の2分の1かつ月額50,000円を限度額とします。
　②経営相談及び指導
　　中小企業診断士等の専門家を無料で現地へ派遣します（10回以内）。

4.募集期間
　平成21年4月1日（水）～4月28日（火）
　※申請書配布は、4月1日（水）から

問い合わせ先  経済課産業振興係  電話（5803）1173　

【経営環境変化対策資金】

　わずかな会費を出し合って、火災や死亡のときに、商業者同志お互い援助する
ことを目的として進めてまいりました区商連互助会が、年度更新の時期となりま
した。
　各商店会の担当者の方は4月30日（木）までに継続手続きをお願いいたします。
　また、この機会に一人でも多くの新規加入者をお誘いくださるようお取りはか
らいください。

【継続加入手続き】  ▼会費（年額）　区商連正会員  2,000円　賛助会員  2,500円
　　　　　　　　　　 支部（商店会）が一括して事務局へ納入のこと。
　　　　　　　　   ▼納入期限　4月30日（木）

【新規加入】  ▼加入金  200円
　　　　　　 ▼会費（年額）　正会員  2,000円　賛助会員  2,500円
　　　　　　   5月以降の加入者は月額
　　              区商連正会員 170円×月数　賛助会員 200×月数です。
加入申込書に記入のうえ、入会金、会費を添えて支部一括して事務局までお申し
込みください。

【給付金】  ▼見舞金　①全焼  400,000円
　　　　　　　　　　②半焼  200,000円
　　　　　　　　　　③全半焼以外の罹災別に定める
　　　　　 ▼弔慰金　④会員死亡  30,000円
　　　　　　　　　　⑤会員の配偶者死亡  20,000円
　　　　　　　　　　⑥会員の家族死亡  10,000円
　　　　　　　　　　⑦従業員死亡  10,000円

【ご不幸があった時】  所属商店会長を通じ区商連事務局へご連絡ください。　
　　　　　　　　　  　ただちに給付の手続きをいたします。

【注　意】
「生年月日」及び「配偶者・家族・従業員」については今一度見直していただき、必
ずご記入くださいますようお願いいたします。未記入の場合は、見舞金や弔慰金
が受けられませんので、くれぐれもご注意ください。
以上、詳細は区商連事務局 電話（3811）4231へお問い合わせください。

満点カードが寄付できます
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